
三
六
協
定
で
二
〇
一
九
年
四
月

一
日
以
後
の
期
間
の
み
を
定
め
て

い
る
場
合
は
、
新
様
式
で
届
け
出

し
ま
す
。

二
〇
一
九
年
三
月
三
十
一
日
を

含
む
協
定
は
、
そ
の
期
間
の
初
日

か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、

旧
様
式
（
現
行
様
式
）
で
届
け
出

が
で
き
ま
す
。

内
容
も
改
正
前
の
労
基
法
三
十

六
条
、
施
行
規
則
、
限
度
基
準
告

示
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
中
小
企
業
は
、
二
〇
二

〇
年
四
月
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
の

で
、
右
記
「
二
〇
一
九
年
」
を

「
二
〇
二
〇
年
」
と
読
み
替
え
て

く
だ
さ
い
。

新
様
式
は
全
部
で
七
種
類
で
す
。

（
別
表
１
参
照
）
事
業
や
特
別
条

項
の
有
無
で
様
式
が
異
な
り
ま
す

の
で
、
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

新
様
式
第
九
号
の
二
で
は
、

「
限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ

る
労
働
者
に
対
す
る
健
康
及
び
福

祉
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
」
に

つ
い
て
の
記
載
が
必
要
に
な
り
ま

し
た
。

新
様
式
第
九
号
の
三
で
は
、

「
労
働
基
準
法
第
三
十
六
条
第
四

項
で
定
め
る
時
間
を
超
え
て
労
働

さ
せ
る
労
働
者
に
対
す
る
健
康
及

び
福
祉
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
」

に
つ
い
て
の
記
載
が
必
要
で
す
。

そ
の
ほ
か
の
違
い
に
つ
い
て
は
、

別
表
２
を
参
照
く
だ
さ
い
。

従
来
ど
お
り
、
三
六
協
定
書
を

用
い
て
三
六
協
定
を
締
結
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
そ
の
場
合
に
は
、

労
働
者
代
表
の
署
名
ま
た
は
記
名
・

押
印
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
新
様

式
以
外
の
形
式
で
あ
っ
て
も
、
必

要
事
項
の
記
載
が
あ
れ
ば
届
出
で

き
ま
す
。
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新
様
式
で
の
届
出

新
様
式
の
協
定
届
の
種
類

旧
様
式
と
新
様
式
（
様
式
第

九
号
）
と
の
記
載
項
目
の
主

な
違
い

平
成
三
十
一
（
二
〇
一
九
）
年
四
月
か
ら
改
正
労
基
法

で
残
業
時
間
の
上
限
が
定
め
ら
れ
、
三
六
協
定
届
の
様
式

が
変
更
さ
れ
ま
す
。

様式第９号の２

一般労働者に限度時間内で時間外・休日労働を行わせる場合

様式第９号の3

様式第９号の4

様式第９号

様式第９号の5

様式第９号の6

様式第９号の7

様 式 用 途

一般労働者に限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合

新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に時間外・休日労働を行わせ

る場合

適用猶予期間中における適用猶予事業・業務（※）において、時間外・休日労働

を行わせる場合

適用猶予期間中における適用猶予事業・業務（※）において、事業場外労働のみ

なし労働時間に係る協定の内容を36協定に付記して届け出る場合

適用猶予期間中における適用猶予事業・業務（※）において、労使委員会の決議

を届け出る場合

適用猶予期間中における適用猶予事業・業務（※）において、労働時間等設定改

善委員会の決議を届け出る場合

記 載 項 目 旧 様 式 新 様 式

労働保険番号・法人番号

所定労働時間（1日）

延長することができる

時間数

法定超の時間数 ・法定超の時間数

（1日を超え3カ月以

内の期間の）法定超

の時間数

（１ヵ月の）

・法定超の時間数

・所定超の時間数（任意）

「時間外労働及び休日労働を合算した時間数

は、1カ月について100時間未満でなければ

ならず、かつ2カ月から6カ月までを平均し

て80時間を超過しないこと」の定め

チェックボックスに要チェック

（チェックがない場合は有効な

協定届とはならない）

所定休日

な し

必 須

あ り

（任 意）

な し

必 須 （任 意）

1日

1年

１ヵ月

※建設事業、自動車運転の業務、医師等（改正法施行5年後に上限規制を適用）

（
別
表
１
）

（
別
表
２
）



昨
年
七
月
六
日
に
労
働
八
法

（
※
）
が
一
括
改
正
さ
れ
て
、
働

き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
に
雇

用
対
策
法
が
「
労
働
政
策
の
総
合

的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用

の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等

に
関
す
る
法
律
」
（
労
働
施
策
総

合
推
進
法
）
へ
と
改
正
さ
れ
ま
し

た
。こ

の
労
働
施
策
総
合
推
進
法
で

は
、
労
働
者
が
も
っ
て
い
る
能
力

を
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
労

働
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
推

進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
を
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

厚
生
労
働
省
は
、
こ
の
定
め
に

基
づ
き
、
昨
年
九
月
か
ら
労
働
政

策
審
議
会
労
働
施
策
基
本
方
針
部

会
を
合
計
四
回
開
催
し
、
そ
の
中

で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
労
働
施

策
基
本
方
針
を
取
り
ま
と
め
ま
し

た
。こ

の
方
針
に
は
、
働
き
方
改
革

実
行
計
画
に
規
定
さ
れ
て
い
る
施

策
を
中
心
と
し
、
労
働
施
策
に
関

す
る
基
本
的
な
事
項
、
そ
の
他
重

要
事
項
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

第
一
章

労
働
者
が
能
力
を
有
効

に
発
揮
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

の
意
義

一
．
働
き
方
改
革
の
必
要
性

二
．
働
き
方
改
革
の
推
進
に
向
け

た
基
本
的
な
考
え
方

三
．
本
方
針
に
基
づ
く
働
き
方
改

革
の
推
進

第
二
章

労
働
施
策
に
関
す
る
基

本
的
な
事
項

一
．
労
働
時
間
の
短
縮
等
の
労
働

環
境
の
整
備

二
．
雇
用
形
態
又
は
就
業
形
態
の

異
な
る
労
働
者
の
間
の
均
衡

の
と
れ
た
待
遇
の
確
保
、
多

様
な
就
業
形
態
の
普
及
及
び

雇
用
・
就
業
形
態
の
改
善

三
．
多
様
な
人
材
の
活
躍
促
進

四
．
育
児
・
介
護
・
治
療
と
仕
事

と
の
両
立
支
援

五
．
人
的
資
本
の
質
の
向
上
、
職

業
能
力
評
価
の
充
実

六
．
転
職
・
再
就
職
支
援
、
職
業

紹
介
等
の
充
実

七
．
働
き
方
改
革
の
円
滑
な
実
施

に
向
け
た
取
組

第
三
章

労
働
者
が
能
力
を
有
効

に
発
揮
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

に
関
す
る
そ
の
他
の
重
要
事
項

一
．
商
慣
行
の
見
直
し
や
取
引
環

境
の
改
善
な
ど
下
請
取
引
対

策
の
強
化

二
．
労
働
条
件
の
改
善
に
向
け
た

生
産
性
向
上
の
た
め
の
支
援

三
．
学
校
段
階
に
お
け
る
職
業
意

識
の
啓
発
、
労
働
関
係
法
令

等
に
関
す
る
教
育
の
推
進

（
※
）
労
働
八
法
と
は
、
「
雇
用
対
策
法
」
、

「
労
働
基
準
法
」
、
「
労
働
時
間
等
設
定

改
善
法
」
、
「
労
働
安
全
衛
生
法
」
、

「
じ
ん
肺
法
」
、
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

法
（
パ
ー
ト
法
）
」
、
「
労
働
契
約
法
」
、

「
労
働
者
派
遣
法
」
の
こ
と
。

十
二
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○
源
泉
徴
収
税
額
・
住
民
税
特
別

徴
収
税
額
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

十
八
日
か
ら
三
月
十
五
日
ま
で

○
所
得
税
の
確
定
申
告
受
付

［
税
務
署
］

二
十
八
日

○
じ
ん
肺
健
康
管
理
実
施
状
況
報

告
の
提
出

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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ベ
ラ
ン
ダ
で
育
て
て
い
る
観
葉

植
物
を
、
先
月
に
引
き
続
い
て
室

内
で
育
て
て
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
の
一
鉢
、
五
月
頃
に

開
花
予
定
の
初
雪
カ
ズ
ラ
が
開
花

し
ま
し
た
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail：
fujita.office-1@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・075-611-5300
FAX・075-606-1906

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-504

編
集
後
記

二
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

労
働
施
策
基
本
方
針
の
概
要

毎月勤労統計調査に係る雇用保険、

労災保険等の追加給付について

【ご注意ください！！】

１月１１日（金）に公表された毎月勤労統計調査の

“不適切な”手法で処理されていた問題で、平成16年

以降に雇用保険、労災保険、船員保険の給付を受給した

方の一部及び雇用調整助成金など事業主向け助成金を受

けた事業主の一部に対し、追加給付を行うと発表されま

した。

追加給付の対象者には郵便物で案内される予定ですが、

システム改修等の準備が整い次第、順次行われます。

したがって、本件に関して、都道府県労働局、ハロー

ワーク（公共職業安定所）、労働基準監督署、全国健康

保険協会、日本年金機構から直接電話がかかったり訪問

されることはありません。これらをかたる電話や訪問が

あった場合は、ご注意ください。


